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○甲斐市小規模企業者持続化補助金交付要綱 

令和2年9月10日 

告示第298号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、小規模企業者の持続的な発展を支援し地域経済の活性化を図るため、

経営力向上につながる事業を行う小規模企業者に対して予算の範囲内において補助金を

交付するものとし、その交付に関しては、甲斐市補助金等交付規則（平成16年甲斐市規

則第48号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この告示の定めるところによ

る。 

（補助対象事業） 

第２条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、小規模企

業者（甲斐市中小企業・小規模企業振興基本条例（平成28年甲斐市条例第29号）第2条第

2号に規定する小規模企業者をいう。以下同じ。）が経営計画に基づいた、経営力向上等

に資することを目的に実施する事業とする。ただし、当該事業が他の補助制度により補

助金を受けている場合については、補助対象としない。 

（補助金の交付対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とす

る。 

(1) 補助対象事業を実施する小規模企業者 

(2) 市内に事業所を有し、引き続き市内において事業を継続しようとする者 

(3) 市税等を滞納していない者 

(4) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有しない者 

（補助対象経費及び補助率等） 

第４条 補助対象経費、補助率等は別表のとおりとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。 

(1) 補助金の交付決定の日以前に支払を行った経費 

(2) 実績報告の日までに支払が完了していない経費 

(3) 支払金額が証拠書類によって確認できない経費 
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(4) その他市長が補助対象経費として適当でないと認めたもの 

（補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（次条において「申請者」という。）は、甲斐

市小規模企業者持続化補助金交付申請書（様式第1号）に事業計画書を添付して、市長が

定める期日までに市長に提出しなければならない。 

（補助金の交付決定） 

第６条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、内容について審査し、補助金の交

付の可否を決定し、申請者に対し、甲斐市小規模企業者持続化補助金交付決定通知書（様

式第2号）又は甲斐市小規模企業者持続化補助金不交付決定通知書（様式第3号）により

通知するものとする。 

（補助事業の内容及び経費の配分の変更） 

第７条 補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、交付の決定後、

補助事業の内容や経費の配分を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、甲斐市

小規模企業者持続化補助金変更承認申請書（様式第4号）を市長に提出し、その承認を受

けなければならない。 

２ 市長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、承認の可否を決定した

ときは、甲斐市小規模企業者持続化補助金変更承認（不承認）通知書（様式第5号）によ

り補助事業者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第８条 補助事業者は、補助対象事業が完了した日から起算して1月を経過した日又は当該

年度の3月15日のいずれか早い日までに、甲斐市小規模企業者持続化補助事業実績報告書

（様式第6号）（次条において「報告書」という。）に事業実績書を添付して市長に提出

しなければならない。 

（補助金の額の確定） 

第９条 市長は、報告書の提出を受けた場合には、報告書類の審査及び必要に応じて現地

調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容（第7

条に基づく承認をした場合は、その承認された内容を含む。）及びこれに付した条件に

適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、甲斐市小規模企業者持続化
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補助金交付額確定通知書（様式第7号）により、補助事業者に通知する。 

（補助金の請求） 

第10条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとすると

きは、甲斐市小規模企業者持続化補助金請求書（様式第8号）により市長に請求しなけれ

ばならない。 

（補助金の交付） 

第11条 市長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに補助金を補助事業者に

交付するものとする。 

（交付決定の取消し等） 

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助

金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部

を返還させることができる。 

(1) 補助対象者の要件に該当しないことが判明したとき。 

(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。 

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合は、甲斐市小規模企

業者持続化補助金交付決定取消通知書（第9号様式）により当該補助事業者に通知するも

のとし、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付

して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

（補助金の経理等） 

第13条 補助事業者は、補助対象経費に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠

書類を整理し、かつ、これらの書類を補助対象事業が完了した日の属する会計年度の終

了後5年間保存しなければならない。 

（その他） 

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、公布の日から施行する。 



4/19 

（この告示の失効） 

２ この告示は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示に基づき交付

決定された補助金については、この告示廃止後も、なお効力を有する。 

附 則（令和7年3月4日告示第33号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

別表（第4条関係） 

経費区分 内容 補助率・限度額 

(1) 機械装置等費 事業の遂行に必要な機械装置等の購

入に要する経費 

補助率：補助対象経費の2分

の1 

限度額：50万円 (2) 広報費 パンフレット・チラシ等を作成する

ため、及び広報媒体等を活用するた

めに支払われる経費 

(3) 展示会等出展費 新商品等を展示会等に出展し、又は

商談会に参加するために要する経費 

(4) 旅費 事業の遂行に必要な情報収集や各種

調査を行うため、及び販路開拓等の

旅費 

(5) 開発費 新商品の試作品や包装パッケージの

試作開発に伴う原材料、設計、デザ

イン、製造、改良及び加工に要する

経費 

(6) 資料購入費 事業遂行に必要不可欠な図書等を購

入するために支払われる経費 

(7) 雑役務費 事業遂行に必要な業務・事務を補助

するために、補助事業期間中に臨時

的に雇い入れた者のアルバイト代、

派遣労働者の派遣料及び交通費とし

て支払われる経費 
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(8) 借料 事業遂行に直接必要な機器・設備等

のリース料・レンタル料として支払

われる経費 

(9) 専門家謝金・旅費 事業の遂行に必要な指導・助言を受

けるために依頼した専門家等に謝礼

及び旅費として支払われる経費 

(10) 設備処分費 作業スペースを拡大する等の目的で

当該事業者自身が所有する不要な設

備機器等を廃棄・処分する、又は借

りていた設備機器等を返却する際に

修理し、若しくは現状回復するため

に必要な経費 

(11) 人材費 事業承継や従業員の確保、及び育成

のために支払われる経費（給与、役

員報酬等を除く） 

(12) 委託費 上記(1)から(11)に該当しない経費

であって、事業遂行に必要な業務の

一部を第三者に委託（委任）するた

めに支払われる経費（ただし、自ら

実行することが困難な業務に限る） 

(13) 外注費 上記(1)から(12)に該当しない経費

であって、事業遂行に必要な業務の

一部を第三者に外注（請負）するた

めに支払われる経費（ただし、自ら

実行することが困難な業務に限る） 

(14) 事業継続応援費 上記(1)から(13)に該当しない経費

であって、市長が認める経費 

※算定した補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。 
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様式第１号（第5条関係） 

様式第２号（第6条関係） 

様式第３号（第6条関係） 

様式第４号（第7条関係） 

様式第５号（第7条関係） 

様式第６号（第8条関係） 

様式第７号（第9条関係） 

様式第８号（第10条関係） 

様式第９号（第12条関係） 

 


